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第１ 地方自治体をとりまく状況 

   

平成 12 年の地方分権一括法の施行により、地域社会の自己決定・自己

責任の領域を拡充する地方分権改革が実質的にスタートした。それに伴い

地方自治体は、地方分権推進委員会の最終報告（平成 13 年６月 14 日、

以下「分権委員会最終報告」という。）で提起された「分権改革の更なる

飛躍を展望して」をはじめとする幾多の課題を解決していく次の段階を迎

えている。 

分権改革の推進と時を同じくして、バブル経済崩壊後の長引く景気低迷

とそれに対する国の減税政策により、地方自治体の税収は極めて厳しい状

況にある。また、経済対策に伴う公共投資拡大の結果、歳出総額に占める

公債費の割合が増加しており歳出の硬直化の一因になっている。さらに、

国と地方の長期債務残高は、平成 17 年度末で 774 兆円に達する見込みで

あり、国だけでこれに対応することはできない状況にある。 

現在、地方自治体においては、こうした状況を地方分権を推進する好機

ととらえ、分権委員会最終報告にあるとおり、分権型社会を創造するにあ

たって、地方自治の運営の透明性の向上、地域住民への説明責任、行政サ

ービスの取捨選択の方途等についての取組をはじめ、地方自治体の政策形

成過程への積極的な市民参加、ＮＰＯや地域で活動する団体との協働につ

いてのしくみづくりを行っている。 

また、地方自治体は積極的に行財政改革に取組み、最小の経費で最大の

効果をあげる努力をしているが、ますます複雑・多様化する市民ニーズに

的確に対応し、市民満足度の高い行政運営を実現するには、民間企業にお

ける経営手法を地域の特性にあわせて活用する等、効率的・効果的な自治

体経営改革に取組む必要がある。 

そこで、東京都市長会は、分権委員会最終報告が示した課題や意見、そ

れに対する地方と国の取組状況を踏まえ、「これからの自治体経営の在り

方」と題し、数ある課題の中から「分権型社会における市民参加と協働」

「行財政改革から自治体経営改革へ」「基礎的自治体の連携・連合」の３

点について提言することとする。 
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第２ 分権型社会における市民参加と協働 

 

地方分権の主旨は、地域のことは地域で決める「自己決定権の拡充」と、

地域のことは地域で責任を持つ「自己責任の拡大」である。地方分権は、

地域の主役である市民、地域において多くの市民が参加しているＮＰＯ、

ボランティア団体、町会・自治会、コミュニティ組織※、各種団体※や企

業と地域に一番身近な地方自治体との協力なくして推し進めることはでき

ない。 

また、社会や生活様式の変化、市民の価値観の多様化により、市民ニー

ズもかつてのように画一的、均一的なものではなく、個別的で高度化して

きた。加えて、厳しい財政状況が続く中では、行政だけで多岐にわたる市

民ニーズに的確に対応するのは難しい状況にある。 

  そこで、分権型社会を創造するにあたって、東京多摩 26 市における市

民参加と協働の課題と方向性を整理する。 

 
※ 本提言では、コミュニティ組織とは、一定の区域で地域住民が広報紙の発行・お祭り・

文化祭等の地域活動への参加等を通じた人と人とのつながりを醸成することを目的とした
市民で構成する組織を指す。ただし、町会・自治会を除く。 

 
※ 本提言では、各種団体とは、地域の安全や安心、身近な暮らしのニーズに対応し活動し

ている市民で構成する団体で、例えば、防犯協会・消防団・自主防災組織・芸術文化関係
団体・体育協会・交通安全協会・ＰＴＡ・子ども会・老人会等を指す。 

 

１ 市民参加・協働の意義 

分権型社会においては、個人で解決できることは個人で（自助）、地

域で解決できることは地域で（共助）、個人でも地域でも解決できない

ことを地方自治体が担う（公助）という補完性の原理が機能することが

望ましい。 

地域社会を構成する市民が、地域に根ざす組織に参加し自らの権利と

義務を自覚しながら、地域の抱える問題について主体的に発言し、行動

を起こし解決していく市民参加を進めることにより市民自体の行動力が

高まる。 

さらに、公共の分野において市民が参加するＮＰＯ、町会・自治会、

コミュニティ組織、各種団体等と行政が、あるいは市民が参加する団体
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間で、相互の立場や特性を認め、共通する課題の解決や社会的目的の実

現に向け協力・協調して活動する協働の推進により、地域が活性化する

とともに、分権型社会が創造されていく。 

 

２ 市民参加・協働と代表制民主主義 

市民参加と協働によるまちづくりを推進するために、市民参加に関す

る基本的事項を定め、市民参加を保障する市民参加条例や自治基本条例

を制定している自治体が増えている。 

一方で、代表制民主主義を基本とする現行の地方自治制度は、憲法で

地方自治体に執行機関としての長と議決機関としての議会を置き、長と

議会の議員は住民が公選で選出すると定め、これを受けて地方自治法は、

首長と議会が住民を代表し、それぞれの責任と判断により権限を行使す

ると定めている。＊１ 

そこで、地方自治体においては、自己決定・自己責任に基づく地域社

会を実現するため、市民参加・協働を推進するのと並行して、市民と行

政がともに代表制民主主義制度について理解を深めていく必要がある。 

   ＊１ 東京市政調査会「都市問題 第 87 巻第 1 号／1996 年１月号 特集 住民投票」 

 

３ 協働のパートナーの現状 

  平成７年の阪神・淡路大震災を契機に市民の間では、ボランティア活

動への参加意識が醸成されるとともに、社会的にもその活動に対する評

価が高まってきている。こうした状況のもとで、近年、福祉や環境の分

野で社会的目的の実現に向けたＮＰＯやボランティア団体の活動が活発

化している。 

  そこで、こうした市民の自主性により結成された組織の代表的な例で

あるＮＰＯと、地域に密着し多岐にわたる活動を展開している町会・自

治会の現状について整理する。 

（１）ＮＰＯ 

ＮＰＯには、自発性・先駆性・多様性・専門性・機敏性・個別性と

いう特性があり、多様な市民ニーズに柔軟かつ迅速に対応することが
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可能である。＊２ 

そこで、地方自治体は、社会的・公益的な活動を行うＮＰＯに対し

て、補助金・助成金の交付、公共施設の貸出、広報への活動情報の掲

載、情報の提供、職員の派遣等、ＮＰＯの活動状況に応じた支援を行

っている。 

さらに、事業遂行能力が認められたＮＰＯへの業務委託をはじめ、

ＮＰＯを協働のパートナーとするための様々な取組を行っている地方

自治体が増えているが、ＮＰＯの数が多くなるにつれ、協働のパート

ナーとして、継続性や安定性の担保を求める声も聞かれはじめている。 

協働のパートナーとなるＮＰＯが行政に望むことは、図１のとおり

で、「市民活動団体に対する理解 69.7％」「情報の公開 50.8％」

「協働（支援）する目的の明確化 39.0％」等がある。 

一方、地方自治体が捉えている、ＮＰＯとの協働をより良くするた

めの課題 は 図２ のとおりで 、 「協働事業を行う目的の明確化

57.8％」「ＮＰＯへの理解を深めること 55.8％」「庁内での横断的

連携を進めること 41.8％」等が高い割合となっているが、「情報の

公開」は 17.6％という結果になっている。 

そこで、地方自治体とＮＰＯは、それぞれが持つ課題の認識の差を

埋めるべく、さらに情報の公開・交換や協働する目的の明確化を進め、

共通の理解を深めていくことが必要となる。 

＊２ 東京都生活文化局「社会貢献活動団体との協働マニュアル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：東京都「市民活動団体実態調査」（平成１３年８月実施）
      　調査対象：都内に事務所を持つＮＰＯ法人及び民間非営利の任意団体
　　　　標本数：５，５６９団体　有効回収数（率）：１，６０１団体（２８．７％）

図１　都内に事務所を持つＮＰＯ法人及び民間非営利の任意団体が
行政に望むこと
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その他

無回答

％
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（２）町会・自治会 

近年、青少年の非行、一人暮らしの高齢者の介護等、個人や家庭で

は解決が困難な問題や児童誘拐や大地震・台風に対する不安が高まっ

ている。 

このような状況の中で、町会・自治会に対しては、阪神・淡路大震

災での初期救援や互助活動をはじめ、地域パトロールによる防犯活動、

一人暮らしの高齢者宅への訪問活動等、町会・自治会が地域を支えて

いるとの評価がある。しかし、その一方では、団体への加入が世帯単

位かつ半自動的で前近代的であるとか、行政との関係が密になりすぎ

ているとの批判もあり、地方自治体と町会・自治会は、社会変化に応

じた関係を築いていくことが求められている。 

 

 

　出典：内閣府「コミュニティ再興に向けた協働のあり方に関する調査」（平成16年２～３月実施）
　　　　　標本数：市、人口２万人以上の町村、特別区の計1,007自治体
　　　　　有効回収数（率）：638自治体（63.4％）

図２　ＮＰＯとの協働事業をより良く
するための課題（市区町村）
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協働事業を進めるための手続きを決めること

協働事業に関する窓口を設けること

協働事業に対する評価方法を決めること

その他

無回答

％
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４ 東京多摩 26 市が取組む重点事項 

  地域に潜在する人的資源の活用 

近年における東京多摩 26 市及び東京都の町会・自治会の団体数の推

移は、図３のとおりで大きな増減はなく、組織が安定していて継続性が

高いことが推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、平成 16 年９月に東京市町村自治調査会が多摩地域の市町村

を対象に実施した「住民自治拡充に関するアンケート調査」によると、

東京多摩 26 市から、活動従事者の高齢化・活動の担い手不足・加入率

の低下が町会・自治会が抱える主な問題であるとの回答があった。（表

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

　出典：東京都「東京都区市町村年報」
　注：各年１月１日現在

図３　町会・自治会の団体数の推移
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４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年
平成

団体
東京都
多摩２６市

問　題　点 自治体数

活動従事者の高齢化が進んでいる 21

活動の担い手が不足している 20

特定の人材で運営されていて、活動が閉鎖的である 9

加入率が低下している 22

行政から見て、地域の声を代表する組織として認知しにくくなっている 2

活動が縮小または停滞しており、地域に対する影響力が低下している 6

ＮＰＯ活動などのテーマ型コミュニティとの連携が図れていない 12

町会・自治会の区域が実際のコミュニティ圏域と整合していない 1

　出典：財団法人東京市町村自治調査会「住民自治拡充に関するアンケート調査」
　　　　　（平成１６年９月実施）

表１　町会・自治会の組織や活動に関する問題（東京多摩２６市）
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一方、内閣府が実施している社会意識に関する世論調査によると「日

頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っている」と

答えた人の割合は 59.1％（平成 16 年１月調査）となっており、昭和

57 年の調査と比較すると 15.8 ポイント上昇している。 

また、社会のために役立ちたいと思っていると答えた人に「社会への

貢献内容」を聞いたところ、「町内会などの地域活動 37.9％」「社会

福祉に関する活動 32.1％」「自然・環境保護に関する活動 32.0％」等、

広い分野での活動を希望しており、人的資源が潜在していることを示し

ている。（図４参照） 

そこで、東京多摩 26 市においては、地域社会をより一層活性化する

方法として、次の２点について取組むことが考えられる。（図５参照） 

① 地域で市民生活に密着して活動している町会・自治会、コミュニ

ティ組織やその他の地域で活動しているＮＰＯや各種団体と地域に

潜在する人的資源を結びつけ、市民の社会参加を推進する。 

② 地域で活動する団体間の協働、公共の分野において地域で活動す

る団体と行政との協働を推進する。 
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　出典：内閣府「社会意識に関する世論調査」（平成１６年１月調査）
　　　　 母集団：全国２０歳以上の者　標本数：１０，０００人　有効回収数（率）：６，８８６人（６８．９％）

図４　社会への貢献内容
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

町内会などの地域活動（お祝い事や不幸などの手伝い、町内
会や自治会などの役員、防犯や防火活動など）

社会福祉に関する活動（老人や障害者などに対する介護、身
の回りの世話、給食、保育など）

自然・環境保護に関する活動（環境美化、リサイクル活動、牛
乳パックの回収など）

自分の職業を通じて

家事や子どもの養育を通じて

自主防災活動や災害援助活動

体育・スポーツ・文化に関する活動（スポーツ・レクリエーショ
ン指導、祭り、学校でのクラブ活動における指導など）

交通安全に関する活動（子どもの登下校時の安全監視など）

保健・医療・衛生に関する活動（病院ボランティアなど）

募金活動、チャリティバザー

青少年健全育成に関する活動（ボーイスカウト・ガールスカウ
ト活動、子ども会など）

公共施設での活動（公民館における託児、博物館の展示説明
員など）

国際交流（協力）に関する活動（通訳、難民援助、技術援助、
留学生援助など）

人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動
（料理、英語、書道など）

その他

わからない

％
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参　加

（希望する社会貢献活動）

町内会などの地域活動 町会・自治会・コミュニティ組織

社会福祉に関する活動 防犯協会

自然・環境保護に関する活動 消防団（分団）

自分の職業を通じて 自主防災組織

家事や子どもの養育を通じて 芸術文化関係団体

自主防災活動や災害援助活動 体育協会

体育・スポーツ・文化に関する活動 交通安全協会

交通安全に関する活動 ＰＴＡ

保健・医療・衛生に関する活動 子ども会

募金活動、チャリティバザー 老人会

青少年健全育成に関する活動

公共施設での活動

国際交流（協力）に関する活動

（市民と団体を結ぶしくみ）

　　注：市民が希望する社会貢献活動の項目及び具体的内容は、図４のとおりである。

図５　市民参加・協働の概念図

人々の学習活動に関する指導、助
言、運営協力などの活動

活動内容に応じたＮＰＯ

市　民 地域で活動する団体

行　政

協
　
働

協
働

参

加

すべての
活動
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第３ 行財政改革から自治体経営改革へ 

 

限られた財源のもとで、多様化・高度化している市民要望や増大する地

方自治体の業務に対応し、よりよい行政サービスを提供するため、地方自

治体には更なる行政改革に取組み、簡素で効率的な行政体制を整備・確立

し、市民満足度の最大化を図ることが求められている。 

現在、多くの地方自治体が、ニュー・パブリック・マネジメント（ＮＰ

Ｍ）という手法を自治体経営に積極的に取り入れている。ＮＰＭは、1980

年代半ば以降、英国・ニュージーランド等のアングロ・サクソン系諸国を

中心に行政実務の現場を通じて形成された行政運営の革新理論で、民間企

業における経営理念や手法、さらには成功事例等を可能な限り行政現場に

導入することによって、行政の効率化、活性化を図るものである。ＮＰＭ

の理論には「業績／成果による統制」「市場メカニズムの活用」「顧客主義

への転換」「ヒエラルキー（階層制）の簡素化」の４つの考え方＊３がある。  

しかし、民間と行政には「目的の一元性と多元性」「競争による刺激の有

無」「市場のメカニズムと行政のメカニズムの違い」といった相違点＊４も

多く、ＮＰＭ手法のすべてが行政において効果を発揮するものではない。 

そのメリットには限界があることを十分に考慮し、市民への情報提供や

職員間の情報の共有化を図りながら、ＮＰＭ手法を導入し自治体経営改革

を行っていくことが必要である。 

ここからは、ＮＰＭ手法に基づく取組を「新しい行政マネジメント制度

の確立」「行政サービス提供方法の見直し」「経営手法を最大限にするため

の行政組織の構築」という３項目に分けて現状と方向性を示していくこと

とする。 
＊３ 大住荘四郎「ニュー・パブリック・マネジメント―理念・ビジョン・戦略―」  
＊４ 武藤博己編著「自治体経営改革」  

 

 １ 新しい行政マネジメント制度の確立 

日本では、1990 年代後半から地方自治体が国に先行してＮＰＭを導入

しはじめた。三重県の「事務事業評価システム」、静岡県の「業務棚卸シ

ステム」、青森県の「政策マーケティング」等の行政評価手法の導入やバ
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ランスシートの導入等、地方自治体では評価ブームとなっている。 

 

 （１）行政評価 

行政評価とは一般的に、「政策・施策・事務事業からなる政策体系を

対象に、その成果や実績等を事前、中間、事後において、有効性、効

率性等の観点から評価するもの」と定義されている。そのプロセスは、

図６のように、Plan（計画）―Do（実施）―Check（検証・評価）―

Action（改善）という PDCA マネジメントサイクルによって、施策の

立案や改善につなげるものである。 

 

図６ PDCA マネジメントサイクル 

Plan（計画） Do（実施）

Action（改善） Check(検証・評価）

PDCA
マネジメント

サイクル

 

 

行政評価の方法には、その内容や呼び方等様々なものがあるが、現

在実施されている取組は、次の４種類のいずれか又は組合わせとされ

る。＊５ 

○ 事業の評価（事務事業評価） 

  ○ 政策の評価 

○ 総合計画（基本計画・実施計画等）の進行管理 

  ○ ベンチマーク指標によるベンチマーキング 

 

① 行政評価導入の目的 

行政評価導入の目的としては、以下のようなことが挙げられる。 

    ○ 効率的・効果的な行政運営 

すでに役割の終えた事業を廃止、縮小することや、目的や内
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容が重複するものは統合する等、限られた行政資源を効率的に

配分することで、効率的で効果的な行政運営を行う。 

    ○ 職員の意識改革 

職員一人ひとりが、仕事の目的やコスト・成果を認識し、常

に改善意識を持てるように意識改革を図る。 

○ 行政の説明責任の確保 

行政が行う仕事の取組状況や成果を分かりやすく市民に公表

することで、行政の透明性を高め、情報の共有化を図る。 

 

② 行政評価の導入状況 

総務省の調査によれば、平成 16 年７月末現在、行政評価を導入し

ている地方自治体は表２のとおりである。都道府県が 46 団体、政令

指定都市が 13 団体、中核市が 32 団体、特例市が 33 団体、市区が

289 団体、町村が 160 団体となっている。なお市区では 117 団体が

試行中、194 団体が検討中と回答しており、市区のうちの 95.2％に

あたる 600 団体が行政評価に取組んでいる。 

また、稲城市にて実施された調査によると、平成 16 年 11 月時点

の東京多摩 26 市における行政評価の実施状況は、導入済が 18 市、

試行中が８市となっており、すべての市において行政評価への取組

が実施されている。 

 

表２ 行政評価の導入状況 

団体数
構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）

46 97.9 13 100.0 32 91.4 33 82.5 289 45.9 160 6.7

0 0.0 0 0.0 1 2.9 5 12.5 117 18.6 95 3.9

0 0.0 0 0.0 2 5.7 2 5.0 194 30.8 1,097 45.6

1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 4.7 1,052 43.8

出典：総務省「地方公共団体における行政評価の取組状況」

試行中

検討中

該当なし

注：構成比は、それぞれ全都道府県（４７団体）、全政令指定都市（１３団体）、全中核市（３
５団体）、全特例市（４０団体）、全市区（６３０団体）、全町村（２，４０４団体）に占める
割合である。

特例市 市区 町村

既に導入済み

都道府県 政令指定都市 中核市
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③ 行政評価の意義と課題 

地方分権化の推進や地方自治体の厳しい財政状況のもと、行政コ

ストの削減、職員の意識改革、成果重視の行政サービスの提供を図

るための有効な手段として、行政評価を導入する意義は大きい。 

その一方で、行政評価の導入にあたっては「的確に評価できない

ものをどのように評価するか」「行政評価のための事務作業におわれ

る」「職員が制度を十分に理解できていない」などの課題が生じてい

る。指標設定に創意工夫をこらす、職員の事務負担軽減のため調書

の簡素化を図る、実践的な研修を充実させる等の対策を講じながら、

行政評価の導入を進めることが必要である＊６。 

 

④ 行政評価の今後の展開 

平成 15 年３月、「地方公共団体における行政評価についての研究

会」が「地方公共団体における行政評価の導入の実態と今後の展開

について」の中で、「地方公共団体の行政評価の今後の展開」をまと

めている。 

第１は、予算編成や組織・定員・人事管理へ行政評価を反映させ

ることである。すなわち、図７のような、Plans（計画）―Budgets

（予算）―Results（業績）のリンクを構築することである。 

このリンクには２つのリンクがある。ひとつは計画→業績目標→

予算配分の流れで、計画に基づいて、政策の目標が設定され、これ

を実現するための必要な施策が示され、施策に対応した事前の予算

配分が決まる流れである。もうひとつは、業績測定→業績評価→予

算査定（さらには人事査定、組織・定員の見直し）の流れで、目標

との対比で業績測定を行い、その業績評価により事後的な予算査定

を行い、施策の改廃・代替施策の実施等を行う流れである。 

行政評価導入時にその目的や作業プロセス、活用のイメージを評

価担当部局と財政担当部局や組織・定員・人事担当部局の間で共有

し、全庁的な理解を得ておくことが評価を有効に活用するしくみを

構築する上で重要である。評価の取組をより効果的な事業や施策、
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政策の改善につなげるための工夫を更に検討していく必要がある。 

第２は、行政評価制度を体系的に構築すること及びその体系を条

例化することである。総合計画と整合した評価システムの確立や外

部からの視点を入れた評価の実施、予算、組織・定員管理等におけ

る評価結果の活用を図っていくためには、条例化を視野に入れた行

政評価制度の体系的な構築が重要になる。＊７ 

 

図７ 計画・予算・業績のリンク 

Plans（計画） Budgets（予算）

Results（業績）

 
 

＊５ 日本都市センター「行政評価の新展開」  
＊６ 総務省「地方公共団体における行政評価の導入の実態と今後の展開について」  
＊７ 大住荘四郎編著「行政経営の基礎知識 50」 

 

（２）バランスシート・行政コスト計算書 

行政評価の取組にあわせて、コスト面の行政評価を実施する際に、

財政指標として活用することを想定し、1990 年代後半頃から、企業会

計的手法であるバランスシート・行政コスト計算書が導入されている。 

バランスシートは、地方自治体の資産・負債等の状況を明らかにす

るもの、行政コスト計算書は、人的サービスや給付サービス等の資産

形成につながらない行政サービス提供のために地方自治体がどのよう

な活動をしたかをコスト面から分析したものである。 

東京都内の市区町村における実施状況は、表３のとおりである。バ

ランスシートの作成状況については、49 団体が作成済、５団体が作成

中または今後作成予定となっている。また普通会計と普通会計以外の

会計を連結（結合、純計又は並記）したバランスシートの作成状況は、

25 団体で作成済、５団体で作成中または今後作成予定となっている。
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行政コスト計算書の作成状況については、42 団体で作成済、７団体で

作成中または今後作成予定となっている。 

同じような枠組みで各地方自治体がバランスシートや行政コスト計

算書を作成するようになれば、地方自治体間の比較分析をすることも

可能となることから、バランスシート・行政コスト計算書の導入を推

進していくことが必要である。 

 

表３ 東京都内の市区町村における実施状況（平成１６年３月３１日現在） 

(単位：団体、％）

バランスシート
各地方公共団体全体の

バランスシート
行政コスト計算書

作成済み   49   (79.0)       25   (40.3)     42   (67.7)

総務省方式のみ作成   43   (69.4)       18   (29.0)     36   (58.1)

独自方式のみ作成     2    (3.2)       4    (6.5)      2    (3.2)

両方式で作成    4    (6.4)        3    (4.8)      4    (6.4)

   5    (8.1)     5    (8.1)      7   (11.3)

  54   (87.1)    30   (48.4)     49   (79.0)

   8   (12.9)      32   (51.6)     13   (21.0)

  62  (100.0)     62  (100.0)     62  (100.0)

出典：総務省「地方公共団体のバランスシート等の作成状況」

注：各地方公共団体全体のバランスシートとは、当該地方公共団体の普通
会計と普通会計以外の会計（公営事業会計等）のバランスシートを連結
（結合、純計又は並記）したものをいう。

作成していない

計

区分

作成中または今後作成予定

小計

     

 

（３）ベンチマーキング 

ベンチマーキングは、「ベストの事例に学ぶ」ということである。公

共部門のベンチマーキングは、次の３つのタイプに分けられる。 

第１は、民間企業での考え方をそのまま適用しようとするもので、

特定のプロセスに焦点をあて、「ベスト・プラクティス※」に学ぶもの

である。第２は自治体のビジョン（基本政策の方向性）を明確にし、

そのビジョンを達成するための基準となる目標を設定し、目標の達成

度を計測しようとするものである。第３は、自らの機関の業績指標と

適当な外部基準値とを比較するものである。＊８ 

ベンチマーキングの先進的事例としては、滋賀県の「しがベンチマ
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ーク」、藤沢市、鎌倉市、逗子市の３市で実施している「湘南ベンチマ

ーク」、総合研究開発機構（NIRA）が提案した「NIRA 型ベンチマー

ク・モデル」等がある。 

東京多摩 26 市におけるＮＰＭ手法の有効な活用のひとつとして、例

えば、市民１人当たりのごみ処理費用や市民１人当たりの保育に係る

費用等の指標を用いて各市の現状を比較する「自治体間ベンチマーキ

ング」の導入が考えられる。 

自治体間ベンチマーキングの実施には、新たな事務負担の発生等の

課題も存在するが、自治体間のコミュニケーションが深くなること、

自治体間ベンチマーキングを各自治体の行政評価に反映することが可

能になる等のメリットも存在する。後述する「基礎的自治体の連携・

連合」において、検討テーマの一つとして取り上げており、例えば、

東京都市長会附属協議会や東京市町村自治調査会において、具体的取

組を検討することが考えられる。 
※ ベストプラクティス 世界で最も優れている業務プロセス、業務推進の方法及び事

例のこと。  
＊８ 大住荘四郎「ニュー・パブリック・マネジメント―理念・ビジョン・戦略―」  
 

 

２ 行政サービス提供方法の見直し  

地方自治体は、行政が提供するサービスについて、行政と民間との適

正な役割分担を検討したうえで、行政が行うべきサービス、民間ででき

るサービスを明確にすることが必要である。さらに、行政が行うべきサ

ービスについては、地方自治体職員が行うべきもの、民間の知恵と柔軟

性を利用した方が、より市民サービスの向上につながるものに分け、公

の施設の管理運営業務、定型的・専門的業務等を中心に、民間委託等を

幅広く実施し、行政サービスの効率化を図ることが必要である。 

そこで、ＮＰＭ理論の内、「市場メカニズムの活用」に基づく手法を説

明していく。それぞれの手法は、行政サービスの特性によって導入する

かどうかの判断が必要となる。 
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（１）民間委託 

平成 15 年４月１日現在で総務省が行った「市区町村における事務の

外部委託の実施状況調査」によると、一般事務のうち、在宅配食サー

ビス業務、本庁舎の清掃業務、ホームヘルパー派遣業務、一般ごみ収

集業務、水道メータ検針業務、情報処理・庁内情報システム維持業務

では、80％以上の団体で外部委託を行っている。 

    また、施設の運営事務のうち、下水終末処理施設、都市公園、病院、

コミュニティセンター、温泉健康センター、市（区・町・村）民会館・

公会堂では、80％以上の施設で外部委託が行われている。 

    さらに、平成 10 年に実施された同様の調査結果と比較すると、ほぼ

すべての事務及び施設において、外部委託の比率が高くなっている。 

効率的な行政サービスを提供するためには、原則、行政が直接実施

しなければならないものを除き、業務の民間委託化をすすめることが

必要である。 

 

（２）ＰＦＩ（Private Finance Initiative） 

ＰＦＩは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経

営能力、技術的能力を活用し、公共部門の事業コストの削減、より質

の高い行政サービスを提供する手法である。平成 11 年７月、「民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ

法）」が成立し、同年９月施行されている。 

 

① ＰＦＩ導入の効果 

ＰＦＩ導入の効果については、「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」で次の３点を挙

げている。 

○ 国民に対して低廉かつ良質な公共サービスが提供される 

○ 公共サービスの提供における行政の関わり方の改革がされる 

○ 民間の事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に資す 

  る 
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② ＰＦＩ事業の実施状況 

平成 15 年度末におけるＰＦＩ事業の実施状況を分野別に整理し

たものが表４である。小・中学校、大学等の文教施設、ごみ処理施

設、廃棄物循環型社会基盤施設といった廃棄物処理施設においてＰ

ＦＩ制度の導入割合が多くなっているが、都市公園、福祉施設等、

幅広い分野でＰＦＩ制度が導入されている。なお、東京多摩 26 市で

は、３市においてＰＦＩを導入した取組を行っている。  

 

表４ 事業分野別事業数 

地方 国 合計

文教施設（小中学校、大学、社会体育施設
等）、文化施設（公民館、図書館、美術館
等）

24 16 40

福祉施設（老人福祉施設等） 11 0 11

医療施設（病院）、廃棄物処理施設（ごみ
処理施設、廃棄物循環型社会基盤施設）、
斎場等

24 0 24

農業振興施設（卸売市場等）、漁港、工業
振興施設（工地域先導科学技術基盤施
設）、商業振興施設（観光施設）

6 0 6

道路（駐車場、駐輪場）、公園、下水道施
設、海岸保全・港湾施設、公営住宅、市街
地再開発等

21 0 21

警察施設、消防施設、行刑施設 1 2 3

事務庁舎、宿舎 3 14 17

複合施設等 16 0 16

106 32 138

区分 種類
件数

教育と文化

生活と福祉

健康と環境

産業

まちづくり

出典：内閣府民間資金等活用事業推進室「PFI事業に関する統計データ」

あんしん

庁舎と宿舎

その他

計

  
    

③ ＰＦＩの課題 

ＰＦＩ導入の課題には、自治体職員人事の問題や中小企業者・地

元事業者の問題がある。 

地方公務員の地位は保証されており、業務の民間移行に伴い、解

雇又は民間事業会社の被雇用者へ地位が移行するという発想はない。

ＰＦＩの効果は、運営部分の効率化（具体的には人件費の削減）に

おいて得られる部分が大きいとされているが、既存事業において人

を減らせないため、その面における効果の追求は、地方自治体のＰ

ＦＩ導入においては事実上不可能となっているといえる。 
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また、国や地方自治体には、官公需についての中小企業者の受注

の確保に関する法律で、「中小企業者の受注の機会を確保するために

必要な施策を講ずるように努めなければならない」と規定されてい

る。したがって、地方自治体では、公共事業の効率性よりも、地元

中小企業の保護、育成、地域経済の活性化、雇用の確保の観点から

中小企業向けの発注が重視されやすい。事業の効率化のために事業

の一括化がされ、最も効率化できる民間事業者を選ぶＰＦＩの考え

方とは対立する。地元中小企業者を優先するか、ＰＦＩのメリット

を優先するか、地方自治体にとっては悩みの種である。＊９ 

地方自治体は、以上に挙げたＰＦＩのメリットや課題を十分踏ま

えたうえで、ＰＦＩの導入の検討を行うことが必要である。さらに、

地方自治体においてはＰＦＩ導入にあたり、金融、法務、会計、技

術等といったさまざまな側面の高度な専門知識が必要である。事業

計画策定から事業実施に至るまでのプロセスも多く、数年単位でス

ケジュールを組立てることになると思われる。自治体職員は制度を

十分に理解し、かつ住民や民間事業者の理解が得られるしくみを構

築していくことが必要である。 
  ＊９ 武藤博己編著「自治体経営改革」  

 

 

（３）指定管理者制度 

指定管理者制度は、公的部門に限定されていた管理委託制度に代わ

り、多様化する市民ニーズに、より効率的、効果的に対応するため、

地方自治体が有する公の施設の管理に、ＮＰＯや株式会社等の民間部

門の能力やノウハウを幅広く活用して、行政サービスの向上を図ると

ともに、行政コストの削減を図ることを目的とするものである。 

平成 13 年に発表された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改

革に関する基本方針」（以下「骨太の方針」という。）の中で、「民間に

できることは民間に」をモットーに地方自治における規制緩和及び公

務市場開放の主要施策として、官民の役割分担の項目の中に、建設、

維持、管理、運営、それぞれについて可能なものは民間にまかせるこ



 ２０

とを基本とすると記述されている。それを受けて、総合規制改革会議

を中心に「指定管理者制度」創設に向けた議論がなされ、平成 15 年６

月の地方自治法の改正により、同年９月から施行された。 

① 指定管理者制度導入の効果 

指定管理者制度導入の効果は、次の２点である。＊１０ 

○ 行財政の効率化 

経営の非効率性が課題となっている公共施設に指定管理者制

度を導入することによって、利用料金制度と民間事業者の経営

ノウハウを活用することで、効率的な施設運営が可能となり、

地方自治体の行財政の効率化に寄与することが期待される。 

○ 雇用の創出 

指定管理者制度の導入によって地方自治体の事務・事業の外

部委託が進み、新たに公の施設の管理業務等を行う法人、団体

では業務遂行上、当然に人員を増員しなければならず、結果的

に新規の雇用が創出されることとなり、関連するＮＰＯ、町会・

自治会、ボランティア団体等においても波及的に地域の雇用増

につながると考えられる。 

 

② 指定管理者制度の実施状況 

多摩地域の 26 市３町１村における指定管理者制度の導入及び検

討状況結果は図８のとおりである。なお、指定管理者導入対象施設

の絞り込みと関連条例の制定（改正）を同時に実施する等、各地方

自治体の取組状況により、複数回答となっているため、市町村の総

数である 30 とは一致しない。 

多摩地域の 30 市町村中、「導入計画を立て、対象施設を絞り込ん

でいる」と回答した地方自治体は 11 市町村である。また、「検討中

だが具体的に進んでいない」「関連条例の制定（改正）を検討中であ

る」と回答した地方自治体はそれぞれ 10 市町村である。 

また、「制度を導入し、実施している施設がある」と回答した市町

村は７市町村、「指定管理者を募集・選定済みの施設がある」と回答
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したのは３市町村となっている。東京多摩 26 市では、８市において

指定管理者制度を導入及び導入を予定している施設がある。 

 
出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の公共施設に関する調査報告書」 

 

 

③ 指定管理者制度の課題 

指定管理者制度の導入により、現在、管理委託を行っている公の

施設については、改正地方自治法の施行の日から起算して３年を経

過する日（平成 18 年９月２日）以降、管理委託制度が廃止されるこ

とになり、指定管理者制度を導入するか、あるいは地方自治体によ

る直営とするか、いずれかを選択することになる。各地方自治体は

それまでに、指定管理者制度の導入方針の設定、導入施設の選択等

を行うことが必要である。 

なお、指定管理者制度の導入にあたっては、現在管理を委託して

いる団体の取扱や雇用問題等の課題がある。詳細については後述す

る「東京多摩 26 市が取組む重点事項」の項目で整理する。 
＊１０ 地域協働型マネジメント研究会「指定管理者ハンドブック」  
 

 

（４）市場化テスト 

市場化テストとは、官と民とを対等な立場で競争させ、骨太の方針

図８ 指定管理者制度の導入及び検討状況（複数回答） 

導 入 計 画 を立て、対 象 施 設 を絞 り込んでいる 

11 
導 入 計 画 を立て、対 象 施 設 を絞 り込み済みである   ２ 

関連条例の制定（改 正 ）を検 討 中 である 

 10 
関連条例の制定（改 正 ）済である  ３ 

 
指 定 管 理 者 を募 集 ・選定済みである  ３ 

 制 度 を導 入 し、実 施 している施 設 がある   ７ 

 

検討中だが具体的に進んでいない  

10 

現 在 、検 討 をしていないが、今 後 検 討 していく予定である 

1 

０  
 

15 
市町村  
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に示されている「民でできるものは民へ」を具体化させるしくみであ

る。透明・中立・公正な競争条件の下、公共サービスの提供について、

官民競争入札を実施し、価格と質の面で、より優れた主体が落札し、

当該サービスを提供していくものである。 

現在、国レベルでの市場化テストの本格的導入に向け、法的枠組み

（市場化テスト法（仮称））も含めた制度の整備を検討するとしており、

平成 17 年度は試行的導入として、市場化テストのモデル事業が行われ

る。国レベルで進行中の市場化テストであるが、いずれ地方自治体に

も、市場化テストの流れが押し寄せてくる。市場化テストには、公務

員の身分保証、サービスの質の確保等の課題が存在すると考えられ、

今後の動向を注視していくことが必要である。 

  

３ 経営手法を最大限にするための行政組織の構築 

ＮＰＭ手法を活用して、新たな行政課題や多様化・高度化する市民要

望に迅速かつ適切に対応していくため、地方自治体は組織のスリム化、

柔軟に対応できる人事体制の構築、能力・実績の適正評価、人材育成等

により、柔軟な行政組織を構築していくことが必要である。 

そこで、ＮＰＭ理論の内、「ヒエラルキー（階層制）の簡素化」に基づ

く手法を説明していく。 

 

（１）組織のスリム化 

   ① 職員定数の適正化 

東京多摩 26 市の職員数の推移は、図９のとおりである。平成 16

年４月１日現在、職員数は２万 7,716 人で、業務の外部委託や業務

の見直し等の職員数の削減により、平成７年から連続して減少して

いる。 

平成 16 年 12 月に閣議決定された「今後の行政改革の方針」にお

いて、「地方公務員全般にわたる定員管理の適正化の一層の推進」が

示されて、「社会経済情勢等を踏まえ、更なる定員管理の適正化をよ

り強力に進めるとともに、定員適正化計画の策定・見直しを推進す
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る」と記述されている。 

今後も、業務を常に見直し、外部委託や民営化、指定管理者制度

の導入等により、職員数の適正化を図ることが必要である。 

図９　東京多摩２６市の職員数の推移

30,778

30,378

30,037

29,653

29,193

28,715

28,283

27,716

30,998

31,179

27,500

28,000

28,500

29,000

29,500

30,000

30,500

31,000

31,500

平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

人

 出典：東京都「平成１６年地方公共団体定員管理調査の結果について」 

 

② 横割り組織、組織のフラット化・グループ制の導入 

「意思決定の機動性や迅速性の向上」や「目的意識の明確化」を

図るため、課題について組織で戦略的に取組む実行本部や、関係部

署の代表で構成するプロジェクトチームなどの横割り組織、中間管

理職の削減で多くの階層からなるピラミッド型の組織をなるべく少

ない階層に平らにするフラット化、従来の係制に代わり、業務の繁

忙に応じて人員の弾力的な活用を図るグループ制の導入を検討する

ことが必要である。なお、東京多摩 26 市においては、８市でフラッ

ト化またはグループ制を導入している。 

フラット化やグループ制には「小規模な組織を基本に再編したも

のの、１つの小規模組織で完結しない業務があり、小規模組織間の

調整が増加している」「組織の細分化により新規事業に対応しにくく

なった」等の課題もある。このような課題の解決を図りながら、フ

ラット化やグループ制の導入を検討することが必要である。＊１１ 
＊１１ 武藤博己編著「自治体経営改革」 
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（２）柔軟に対応できる人事体制の構築 

① 職員の効率的な運用 

繁忙期の職場に対する応援体制のしくみづくりや、１人２職制（本

来業務の他にプロジェクトや過去の経験業務に一時的に携わる）の

制度化等により、職員の効率的な運用を図っていくことを検討する

ことが必要である。 

 

② 多様な職員任用の実施 

職員の任用にあたっては、常勤職員のほか、任期付短時間勤務職

員の任用、退職高齢者の再任用等を活用し、職員定数の適正化との

整合性を図りながら、計画的に行うことが必要である。 

 

③ 勤務時間の柔軟性 

市民のライフスタイルの多様化に対応するため、窓口開設時間延

長、土・日曜日開庁等勤務時間に柔軟性をもたせることが必要であ

る。 

  

（３）業務の効率化 

事務事業全般について、既存組織や業務のあり方を検討し、意思決

定の簡素・迅速化に取組み、業務の簡素化・標準化、添付書類の廃止、

外部への委託等といった観点で業務を見直すことが必要である。 

例えば、業務の電子化が効果的なものについては、積極的かつ計画

的に導入することとし、情報化推進担当と総合計画、行財政改革、財

政及び人事担当部署、そして行政サービスの実施部署との連携を図る

ことが必要である。 

 

（４）能力・実績の適正な評価 

① 目標管理制度の導入 

目標管理制度は、「職員一人ひとりが職務を実施する上で、組織の

目標や方針を受けて、自らの目標を設定し、上司と話し合いながら、
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その達成に向けて仕事に取組み、その目標の達成度に照らして業績

や貢献度を評価する」制度である。これによって、組織目標と個人

目標の統合を目指し、効率の高い組織管理体制を作り上げようとす

るものである。 

東京都市長会事務局が実施した調査によると、東京多摩 26 市にお

ける目標管理制度の導入状況は、実施済が８市、試行中が３市、未

実施が 15 市である。ただし、未実施の地方自治体の中で、今後目標

管理制度の導入予定があるとしている地方自治体が 13 市あること

から、ほとんどの市において目標管理制度を導入する方針である。 

目標管理制度には注意すべき点も存在する。行政の業務の中には、

目に見える成果を挙げやすい部門がある一方、法律や規則に従って

正しく業務を遂行することが最大の目標という成果の測定が難しい

部門もある。目標管理制度を導入する場合には、適正な評価基準を

構築することが必要である。 

また、評価については透明性を高めることが必要である。評価を

受けるものに納得されない制度は、制度の信頼性が失われ、不満等

を生み、モラルの低下につながる。評価基準を公表・周知し、必要

に応じて、評定結果を本人に開示するといったことも必要である。

さらに、評価を行う側は、適正な評価を行うためのスキルアップを

常に心がけることが必要である。 

 

② 職務と成果に見合う給与体系 

地方公務員の給与には、「職務給の原則」「均衡の原則」「条例主義

の原則」がある。これらの原則を踏まえた上で、給与の適正化を図

り、その際、目標管理制度や勤務評定制度による人事考課によって、

職員の能力、努力、成果に見合ったメリハリのある給与体系を構築

することが必要である。 

 

③ 昇任試験制度の導入 

昇任試験制度導入には、「客観的評価による公平・公正の確保」「能
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力主義による年功序列の解消」「自己啓発による組織の活性化」等の

効果が挙げられる。優秀な人材を積極的に昇任させるため、各職階

層における昇任試験制度の導入を検討することが必要である。なお、

東京多摩 26 市においては、一部の団体で昇任試験制度が導入されて

いる。 

ただし、昇任試験制度には注意する点もある。例えば、昇任試験

の勉強に専念し仕事をおろそかにする、あるいは、管理職に魅力を

感じないため、潜在能力があるにもかかわらず昇任試験を受けない

という課題が生じる可能性がある。職員を昇任させる場合、目標管

理、勤務評定とあわせて勘案する等、昇任試験のデメリットを補う

しくみを構築することが必要である。 

なお、単独の地方自治体で昇任試験制度を実施することが困難な

場合は、地方自治体が連携して昇任試験制度を実施することも可能

である。例えば、23 区で実施されている特別区人事委員会の管理職

選考試験を参考に、東京多摩 26 市における管理職共通試験を検討す

ることも考えられる。 

 

④ 職員の主体的な意欲を引き出すしくみ作り 

能力・実績を適正に評価する取組の実施にあたり、「職員が受動的

である」「やらされていると感じている」等の意識をもったまま取組

むことは効果的とは言えない。職員の主体的な意欲を引き出すしく

みの構築が必要である。 

 

（５）人材の育成 

   ① 人材育成を図るしくみの整備 

公務員制度改革大綱では、「時代の変化に対応した職員の能力・資

質の向上を図るため、人事管理権者が職員の育成に関する方針を定

め、行政課題に的確に対応する能力を有する職員の計画的育成に努

めるとともに、職員も自ら進んで職務遂行能力の開発及び向上に努

めるしくみを整備する。また、民間の能力活用の観点から、研修の
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アウトソーシング化を進める」こととしている。 

     また、平成 16 年６月の地方公務員法の改正により、各地方自治体

が研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修

に関する基本的な方針を定めることが規定されている。 

     さらに、地方公務員法の改正により、地方自治体の人事行政の公

正かつ透明な運営を確保するために必要な人事行政の運営状況を公

表することが規定されている（平成 17 年４月１日施行）。公表の対

象は、人事行政全般（任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分

限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の

保護等の状況）とされ、具体的な公表の時期や方法等については、

各地方自治体の条例で定めることとなっている。 

このような状況を鑑み、人材育成に関する方針や研修に関する方

針を定めることが必要である。 

 

② 職員研修制度の再構築 

地方分権の推進により、自己決定・自己責任の領域が拡充する地

方自治体には、政策や法務に精通した職員の育成が必要となる。地

方分権下の職員に求められる能力は何か、という視点を念頭に置き

ながら、職場における実務研修や研修所における研修等、現行の職

員研修制度を再構築することが必要である。 

例えば、東京都市町村職員研修所では、研修基本方針に基づき、

自主自律の行政展開を担う政策形成能力及び政策実現手段としての

政策法務能力の向上を図るプログラムを、法律基礎部門、法律専門

部門、財政経済・経営部門、政策法務部門及び政策形成部門の５部

門で体系的に実施している。 

なお、各地方自治体においては、職員研修制度を再構築する際、

行政サービスを提供する職員が自ら進んで職務遂行能力の開発及び

向上に努めるような研修体制を構築していくことが必要である。 
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③ 職員派遣制度の活用 

職員の意識改革や幅広い見識を身につけた職員の育成のため、今

後は地方自治体間や民間企業等の異業種間との人事交流の検討が必

要である。 

東京多摩 26 市においては、半数以上の市において東京都、23 区、

隣接他県、民間企業等へ職員を派遣している。東京多摩 26 市間にお

ける職員派遣については、平成 10 年から三鷹市と小平市との間で、

20 歳代後半から 30 歳代までの主任級以下の職員を対象に、職員の

相互派遣研修制度を実施している（平成 16 年度は未実施）。 

職員派遣の実施には、労働条件や職員定数といった課題が存在す

ると思われる。しかし、後ほど記述する「基礎的自治体の連携・連

合」という視点からも、今後、東京多摩 26 市に関しては、職員相互

派遣制度を検討することが考えられる。 

 

４ 東京多摩 26 市が取組む重点事項 

   指定管理者制度への移行 

各地方自治体においては、地方自治法改正に基づく指定管理者制度の

導入に伴い、現在、管理委託を行っている公の施設について、経過措置

の規定により、平成 18 年９月１日までに、指定管理者制度を導入するか、

地方自治体による直営として行っていくか、選択しなければならず、指

定管理者制度の導入方針の設定、導入施設の選択等を行うことが急務と

なっている。 

指定管理者制度の導入にあたっては、「公正・透明な選定基準及び選定

方法の設定」「現在管理を委託している団体の取扱いや雇用問題」「指定

管理者を公募したとき、応募があるかどうか、また条件に適した団体が

集まるかどうか」「指定管理者の評価方法とその公開」「指定管理者との

リスク分担」「公的責任」といった課題がある。こうした課題を整理しな

がら、指定管理者制度への移行を推進し、市民サービスの向上、行政コ

ストの削減に取組むことが必要である。 

なお、多摩地域の 26 市３町１村において指定管理者制度を導入及び導
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入を予定している施設は、表５のとおりである。 

 

表５ 指定管理者制度を導入及び導入を予定している施設 

市町村 武蔵野市 三鷹市

施設の種類 高齢者在宅サービスセンター 学童保育所 文化芸術施設（劇場） 公園

名称
八王子市高齢者在宅
サービスセンター中野

「八王子市立第九小学
童保育所」外５ヵ所

武蔵野市立吉祥寺シアター
三鷹市農業公園（平成
１６年４月１日開設）

事業者の種類 社会福祉法人 社会福祉法人 財団法人 農業協同組合

指定の期間
平成１６年４月１日～

平成１８年３月３１日

平成１６年４月１日～

平成１８年３月３１日

平成１６年１２月１日～

平成２２年３月３１日
１０年間

選定方法
選定委員会において選
定

「武蔵野市公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関

する条例」第５条の公募に

よらない選定等の規定に基

づき選定した

公募によらない選定

市町村 調布市

施設の種類 調布ふれあいの家（１３施設） 児童館 学童保育クラブ 体育施設

名称 調布ふれあいの家（１３施設） 玉川学園子どもクラブころころ児童館 サン町田旭体育館

事業者の種類
地域住民で構成される各ふ

れあいの家運営委員会
NPO法人

１１ヵ所は外郭団体、
１ヵ所はNPO法人

外郭団体

指定の期間
平成１６年４月１日～

平成２１年３月３１日

までの５年間指定
３年 ３年 ２年

選定方法 指名による 指名による 指名による

市町村 小平市 清瀬市 稲城市 奥多摩町

施設の種類
子ども家庭支援セン
ター

市保養施設
新設のコミュニティ防
災センター

宿泊施設

名称 小平市子ども家庭支援センター 清瀬市立科山荘 奥多摩町交流宿泊体験施設

事業者の種類 社会福祉法人 民間企業 地域の自立防災組織 自治会

指定の期間
平成１６年１月２９日～

平成１８年３月３１日

平成１６年１２月～

平成２２年４月

平成１６年７月２８日～

平成１８年３月３１日

選定方法 公募 公募 特に公募はしなかった 条例による

八王子市

町田市

   出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の公共施設に関する調査報告書」（平成 16 年 12 月） 
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第４ 基礎的自治体の連携・連合 

   

東京多摩 26 市が抱えている行政課題の中には、各市に共通する課題が

ある。 

こうした課題の中には、市民の生活に直結しているため、都道府県行政

では市民との距離が遠く、また、単独の自治体では解決しきれないため、

地域の市民に一番身近な基礎的自治体が、連携・連合して解決に取組むこ

とにより施策効果の増大が期待できるものがある。 

連携・連合の方法には、地方自治法で規定する一部事務組合や広域連合

といった組織もあるが、東京都市長会がこの取組を実践するにあたっては、

市民に最も身近な基礎的自治体が、あるときは東京多摩 26 市で、また、

あるときは東京の全市区町村が共同してというように、共通認識のもとに、

秩序をもって緩やかに連携・連合し、今日的な課題に即時対応していこう

とするものである。 

 

 １ 東京都市長会の取組 

   東京都市長会では、平成４年度に多摩地域が抱える重要な課題を解決

する方策について協議するため政策調査特別部会を、さらに平成 13 年

度には、政策機能の強化を図るため事務局に企画政策室を設置し、現在

までに７本の政策提言をとりまとめた。 

政策提言には、各市が地域の特性に応じて提言の内容を各市の施策に

反映させた「多摩地域におけるごみゼロ社会をめざして－家庭ごみの有

料化について－（平成 13 年 10 月発表）」や、多摩地域と伊豆・小笠

原諸島の全ての市町村（特別区長会の協賛）が初めて連携し、喫煙マナ

ーアップキャンペーンを広域的に展開している「にぎわう街の環境づく

り～迷惑喫煙対策について～（平成 15 年 10 月発表）」等がある。 

なお、「にぎわう街の環境づくり～迷惑喫煙対策について～」は、東

京都市長会が「行動する市長会」として、今後も活動し続けるきっかけ

となった取組である。 

政策提言に基づく取組の他にも、東京都市長会、特別区長会、東京都
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町村会は、「伊豆諸島振興支援事業」（平成 12 年の三宅島噴火災害、

新島・神津島近海地震による観光客の激減に対処するため、平成 13 年

度から実施）や、「多摩等の緑の保全支援事業研究会の設置」（都民の

財産である自然豊かな多摩等の緑の保全に関して調査研究を行うため、

平成 16 年８月４日に設置）について共同して取組んでいる。 

  

２ 連携・連合により取組む課題 

   東京都市長会は、平成 16 年 12 月、東京多摩 26 市の市長に、26 市

が、あるいは東京の全市区町村が連携・連合して取組むべき広域的な課

題についてアンケート調査を行った。 

表６は、市長へのアンケートに加え、政策提言の策定過程において明

らかになった今日的な課題をとりまとめたものである。今後、政策調査

特別部会で、これらの課題の中から特定の課題を選定し、調査研究を行

い提言し共同実施する予定である。また、中長期的な課題については、

東京市町村自治調査会が研究テーマに反映する予定である。 

   表中№３「次世代を担う子どもたちの育成」を例に、連携・連合によ

る広域的課題への取組の趣旨を述べると、東京多摩 26 市の自治体にお

いては、子どもたちの健やかな成長のための施策を展開しており、さら

に充実したいと思っているが、それぞれの自治体の人口や財政状況、優

先施策等によって、子どもたちに関する施策の状況はさまざまである。 

一方、各自治体が子どもたちに提供したい具体的な取組は、一流の音

楽・科学・スポーツに接すること、森林・農家・海等での自然・生活体

験等、多岐にわたっており、これらの取組を自治体が単独で実施するの

は難しい状況にある。 

そこで、子どもたちに様々な実体験の機会を提供するにあたり、それ

ぞれの自治体が行政資源（人・物・財源・情報）をできる範囲で提供す

る等、緩やかに連携・連合し、各種事業を展開することで、広域的かつ

公平に子どもたちの健やかな育成を図ろうとするものである。 
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１／２ページ

（　）事業の名称
○取組内容

①東京都、警察との連携強化　②市民団体との連携　③商店街との連携（街路灯設置、防犯カメラ設
置）

①条例等による規制　②市民・事業者・行政の連携による啓発活動　③警察との連携強化

①警察等との連携強化　②市民との協働の推進

①条例による規制の仕方等を含めた施策の在り方、内容について研究　②２６市の共同キャンペーン

①条例による規制　②レンタサイクル、折りたたみ自転車の導入　③駐輪場対策

①東京都建設局発表の急傾斜地・崩落危険箇所、国土交通省発表の多摩川流域浸水想定区域、東
京都土木技術研究所発表の東京都の液状化予測を基に２６市共同によるハザードマップの作成

①災害時に「震災時等の相互応援に関する協定」の規定する事項を迅速かつ的確に運用できるように
するための協定市町村の合同図上訓練の実施　②将来的には現地訓練の実施

①相互支援体制の確立　②救援物資やボランティアの受入体制等の確立

①一流音楽を体験するコンサートの開催　②科学の楽しさを実験で体験する科学教室の開催　③一
流スポーツ選手による講演会やスポーツ教室の開催　④芸術、演劇等本物の文化を体験する教室の
開催　⑤各地域でのアンサンブルによる親しみやすいコンサートの開催

①自然体験活動の学校教育・生涯学習事業での取組推進　②指導者の養成及び確保　③自然体験
プログラムの作成　④子どもに森林、畑、海等の自然を体験させ、東京多摩島嶼への愛着を育成する
事業の実施　・親子の交流を深める事業の実施

①食べ物体験ツアーの実施　②農業祭り等への子どもたちの参加促進　③市民が農作業を行う農地
の提供推進　④安全・安心な食をテーマに栽培、料理等の体験教室の開催

①中高生が下草刈や植林、自然観察等を行う青少年ワークキャンプ事業の実施　②一般市民や家族
単位でも参加できる体験事業　　※①及び②を奥多摩の森林で行い、森林保全への啓発を２６市共同
で実施

①親子のネット講習会の開催　②パソコン授業に使うマナーについての「電子紙芝居」等の動画の２６
市統一導入及び配信　③ネット問題に関するＨＰ及び電話相談所の開設及び各市のHPとのリンク　④
「ネットマナー」についての記事を２６市同一日に広報に掲載　⑤産学連携による取組の実施

①関係機関との連携の強化　②自治体間の連携の強化

表６　基礎的自治体の連携・連合により取組む今日的な課題の例（アンケート集計結果等）

　趣旨
№ 区

分

　防犯意識及び犯罪のない社会形成への参加意識の啓発を進めるとともに、関係機関との連携
を強化し、地域社会が一体となった防犯環境の充実を図る。

　歩行者優先の原則にたった交通安全のまちづくりを進めるため、一層の交通安全意識を普及・
啓発する

（１）犯罪の防止

（２）つきまとい・しつこい勧誘の防止

（３）子どもを対象とした犯罪の防止

（４）暴走自転車対策

（１）芸術・科学・スポーツとのふれあい事業

（５）豊かなネット社会の形成と子どもたちの健やかな成長のためのイベント

（６）児童虐待等の防止

（５）放置自転車対策

　多摩３０市町村においては、平成８年３月１日に「震災時等の相互応援に関する協定」を締結し
ている。そこで、地震や風水害などの各種災害に備え、市町村相互の連携を強化する。

（３）広域的な総合防災対策

（２）自然体験事業

　次世代を担う子どもたちの健やかな成長は、家庭とともに地域社会も共に取組まなければなら
ない重要な課題である。特に現代の子どもたちは、たくましく感性豊かな人となるために必要な実
体験が不足している。そこで、子どもたちにすばらしい音楽を聴く・良い演劇を観る・科学実験を
体験する・自然体験活動をする（農林漁業の体験など）機会を提供する。

（１）広域防災ハザードマップの作成

（２）２６市防災図上訓練

３

（４）奥多摩の森林保全

（３）食の未来を託す子どもたちの農業体験事業

１

防
災
対
策

２

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成

暮
ら
し
の
安
全
・
安
心
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２／２ページ

（　）事業の名称
○取組内容

①ごみ等の不法投棄を規制及び美しい景観を守る啓発活動の実施

①ペット飼育のマナー向上、美しいまちの実現、盲導犬等への認識の向上を図るため、駅頭街頭等で
の呼びかけや・公園等でのペットも参加してのイベントや動物園でのイベントの開催

①まちづくりの障害になっている規制等の洗い出しを行い、特区制度などを活用して、その緩和・撤廃
の共同提案を行う。

①条例による規制　②新しい広告媒体（バス・電車の車体広告、階段、エスカレーター手すり広告等）
の活用

①落書き防止対策の実施　②電柱の地中化、段差解消

①新しい文化の創造（ストリートパフォーマンス等）

①観光資源を発掘及び紹介　②まちのテーマパーク化

①既存事業のネットワーク化　②多摩地域で年間を通した切れ目ない事業の実施

①マイバッグデーの統一行動　②レジ袋の有料化（商品化）　③エコストア認定制度の広域化

①化石燃料から新エネルギーへの転換

①雨水の浸透による地下水の涵養

①ミニ市場公募債の共同発行　②市場公募債の共同発行（機関投資家向け）　③東京都との共同発
行の検討

①個人都民税の一部を多摩都民税として活用した多摩地域共通の行政課題への取組

①高度専門的な技術・知識を有する職員等を基礎的自治体の連携・連合により共有

①職員の相互派遣の実施　②管理職の共通試験の実施

①自治体間ベンチマーキングの導入

※　№６の(3)及び№７の(3)・(4)・(5)は、政策提言の策定過程において明らかになった課題である。

美
し
い
景
観

４

活
気
・
賑
わ
い

５

６

（３）多摩の観光資源の活用

（１）ごみゼロへの取組

７

行
財
政
運
営

自
然
と
の
共
生

（１）公募債の共同発行

（２）多摩都民税による三多摩エリア内での共通課題事業の実施

（２）地球温暖化の防止

（３）自然環境の保全

（１）ごみのポイ捨て防止

（２）動物と人との共存（ペットの飼育に関するマナー、盲導犬に対する認識等の啓発活動）

　水と緑に囲まれた多摩地域の美しい都市景観を守り、育て、つくる。

　環境との共生をめざし、さまざまな環境問題を地球規模で考え、雨水や風力、太陽光・熱利用
など、市民一人ひとりに環境を意識した行動を働きかける。

　行政運営の高度化・効率化を推進するため、基礎的自治体間での情報交換、人材の交流、事
務の共同処理を進める。

（３）組織の効率化

（４）人材育成

（５）行政評価

（３）２６市による共同特区申請等、規制緩和に関する統一提案等の実施

（４）屋外広告物の規制

（５）街の景観規制

（２）都市観光

（１）都市文化の創造

　水と緑に囲まれた多摩地域の観光資源を活用し、多摩地域の魅力を高め、来訪者の増加とま
ちの活性化を図る。

表６　基礎的自治体の連携・連合により取組む今日的な課題の例（アンケート集計結果等）

　趣旨
№ 区

分
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３ 東京多摩 26 市が取組む重点事項 

  基礎的自治体の連携・連合による取組の実践 

基礎的自治体の連携・連合による課題解決への取組の方法は、概ね図

10 に示すとおりである。 

東京都市長会においては、「表６ 基礎的自治体の連携・連合により

取組む今日的な課題の例（アンケート集計結果等）」を基に、政策提言

及び課題解決の手法やプロセスを策定するにあたり、各市の企画政策担

当部署、東京市町村自治調査会及び外部研究機関との連携を充実・強化

していく。 

また、「基礎的自治体の連携・連合により取組む今日的な課題」「市

長の提案」「関係機関からの提案」の実施段階においては、特別区長会

や東京都町村会と連携して取組むこととする。 

加えて、共同事業を効率的・効果的に実施するため、東京都市長会の

企画・実施機能を強化するとともに、各市区町村の組織及び市長会附属

協議会との連携を充実・強化していく。 
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図10　基礎的自治体の連携・連合による課題解決への取組（概念図）

連携 連携

東京都市長会（２６市）
（政策調査特別部会での

調査・研究）

東京都町村会
（１３町村）

特別区長会
（２３区）

基礎的自治体の
連携・連合により
取組む今日的な

課題

　政策提言の策定
　課題解決の手法や

　プロセスの策定

共同事業の実施

市長の提案
（喫緊の
　課題）

実行

関係機関
からの
提案

実行組織・
体制等の
機能強化

  １ 市長会の企画・実施機能の強化
  ２ 他組織との連携の充実・強化
　　①各市区町村の組織
　　②市長会附属協議会

連携の
充実・強化

 １　各市の企画政策担当部署
 ２　東京市町村自治調査会
 ３　外部研究機関
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第５ 重点目標（再掲） 

   

東京多摩 26 市は分権型社会における自治体経営の視点から、地域にお

ける資源を最大限に活用するため市民参加・協働を推進するとともに、民

間活力の活用等、効率的な自治体経営を目指し市民満足度の最大化を図っ

ていく。また、東京多摩 26 市に共通する単独の自治体では解決できない

課題等については、緩やかな基礎的自治体の連携・連合により解決に向け

た取組を実践していく。 

 

１ 地域に潜在する人的資源の活用 

地域の様々な組織の活動がより活発になるように、社会的目的の実現

に向けて活動しているＮＰＯ、町会・自治会、コミュニティ組織等と、

これらの組織での活動を希望する地域に潜在している人的資源を適切に

結ぶしくみづくりをＮＰＯ、町会・自治会、コミュニティ組織等と協力

して行う。 

 

２ 指定管理者制度への移行 

現在、各市が設置している公の施設で管理運営を委託している施設に

ついては、市民サービスの向上や行政コストの削減を図るため、指定管

理者制度への移行を推進する。 

 

３ 基礎的自治体の連携・連合による取組の実践 

単独の自治体では解決しきれない、あるいは施策効果の増大が期待で

きる課題の解決にあたっては、社会状況に応じて柔軟に、緩やかな基礎

的自治体の連携・連合による取組を実践する。 

このため、市長会の企画・実施機能の強化を図るとともに、各市区町

村の組織や東京市町村自治調査会等の関係機関との連携を充実・強化す

る。 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

「これからの自治体経営の在り方」 

（資料編） 
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図11　ＮＰＯ法人の認証数の推移
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図12　東京都内の民間非営利組織の活動分野
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出典：東京都「市民活動団体実態調査」（平成１３年８月実施） 
   標本数：５，５６９団体 有効回収数（率）：１，６０１団体（２８．７％） 

《本編Ｐ３関連資料》  

《本編Ｐ３関連資料》  
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図13　東京都内の民間非営利組織の活動地域

国内全域（260団体）
16.2％

その他（2団体）0.1％
無回答（34団体）2.1％

海外中心（36団体）
2.2％

国内及び海外（237団
体）14.8％

関東全域（25団体）
1.6％

東京都全域と近隣県
の区域（139団体）

8.7％

東京都全域（132団体）
8.2％

近隣区市町村を含む
区域（264団体）16.5％

一つの区市町村（472
団体）29.5％

出典：東京都「市民活動団体実態調査」（平成１３年８月実施） 
   標本数：５，５６９団体 有効回収数（率）：１，６０１団体（２８．７％） 
 

 
 

 

期待される分野 自治体数

環境美化・清掃・リサイクル活動 23

防災・防犯活動 24

生涯学習活動 4

地域福祉・介護・保健活動 15

子どもの健全育成・学校教育の支援活動 16

地域まちづくり（ハード面）への参画 10

住民間の調整機能 14

行政と住民をつなぐ役割 14

その他 1

　出典：財団法人東京市町村自治調査会「住民自治拡充に関するアンケート調査」

　　　　　（平成１６年９月実施）

表７　町会・自治会に対し積極的な取組みが期待される分野

（東京多摩２６市）

 

《本編Ｐ３関連資料》  

《本編Ｐ５関連資料》  
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図14　地域の活動への参加を妨げる要因
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全く興味がわかない
15.1％

活動する時間がない
35.9％

無回答　1.9％

その他　4.5％

参加するきっかけが得ら
れない　14.2％

身近に団体や活動内容に
関する情報がない

11.1％

身近に参加したいと思う適
当な活動や共感する団体

がない　6.6％

身近に一緒に参加できる
適当な人がいない　6.2％

出典：内閣府「平成１５年度 国民生活選好度調査」（平成１５年１１月～１２月実施） 
母集団：全国に居住する１５歳以上８０歳未満の男女 

    標本数：５，０００人 有効回収数（率）：３，９０８人（７８．２％） 

 

 

図15　社会への貢献意識
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出典：内閣府「社会意識に関する世論調査」（平成１６年１月調査） 
    母集団：全国２０歳以上の者 標本数：１０，０００人 有効回収数（率）：６，８８６人

（６８．９％） 
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表８　コミュニティセンターの管理運営等について

設置している 設置していない 委託している 委託していない 地縁型団体 その他

八王子市 ○ ○

立川市 ○ ○ ○

武蔵野市 ○ ○ ○

三鷹市 ○ ○ ○

青梅市 ○ ○

府中市 ○ ○

昭島市 ○ ○

調布市 ○ ○ ○

町田市 ○ ○

小金井市 ○ ○

小平市 ○ ○

日野市 ○ ○ ○ ○

東村山市 ○ ○ ○

国分寺市 ○ ○

国立市 ○ ○ ○

福生市 ○ ○

狛江市 ○ ○ ○

東大和市 ○ ○

清瀬市 ○ ○

東久留米市 ○ ○

武蔵村山市 ○ ○

多摩市 ○ ○ ○

稲城市 ○ ○ ○

羽村市 ○ ○ ○

あきる野市 ○ ○ ○

西東京市 ○ ○ ○

合　計 26 0 13 13 4 10

自治体名
設置状況 管理運営の委託 委託先

出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 

 
表９　地縁型団体（自治会、町会、町内会等）への協力要請について

ある ない ある ない
印刷物の

配布
印刷物の

回覧
審議会等の
委員の推薦

民生委員、
保護司、投
票立会人の

推薦

国勢調査調
査員の募集・

推薦

美化運動、
防災訓練へ
の参加呼び

かけ

八王子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

立川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武蔵野市 ○ ○

三鷹市 ○ ○ ○ ○

青梅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

府中市 ○ ○ ○

昭島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

調布市 ○ ○ ○ ○

町田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小金井市 ○ ○ ○ ○ ○

小平市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日野市 ○ ○ ○ ○

東村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国分寺市 ○ ○ ○ ○ ○

国立市 ○ ○ ○

福生市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

狛江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

清瀬市 ○ ○ ○ ○ ○

東久留米市 ○ ○ ○ ○

武蔵村山市 ○ ○ ○ ○ ○

多摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

稲城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

羽村市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

あきる野市 ○ ○ ○ ○ ○

西東京市 ○ ○

合　計 26 0 25 1 14 18 14 7 9 24

自治体名

地縁型団体 協力要請業務 協力要請している業務

 出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 
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行財政改革から自治体経営改革へ 

 

表１０　行政評価の対象

団体数
構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）
団体数

構成比

（％）

18 39.1 3 23.1 6 18.2 5 13.2 59 14.5 24 9.4

35 76.1 8 61.5 14 42.4 14 36.8 123 30.3 42 16.5

46 100.0 12 92.3 31 93.9 37 97.4 388 95.6 239 93.7

出典：総務省「地方公共団体における行政評価の取組状況」

施策

事務事業

注１：構成比は、行政評価を導入している団体及び試行している団体に占める割合である（複数回答あり、予定を含む）。

注２：「政策」とは大局的な見地から地方公共団体が目指すべき方向や目的を示すもの、「施策」とは政策目的を達成するための方策、「事務事業」とは施

策目的を達成するための具体的な手段と位置づける。

特例市 市区 町村

政策

都道府県 政令指定都市 中核市

 

表11　東京多摩２６市における行政評価導入状況

政策 施策 事務事業

八王子市 ○導入済 平成１５年度～ ○ 全部

立川市 ○ １５年度～ 全部

武蔵野市 ○ １４年度～ ○ 一部

三鷹市 ○ １４年度～ ○ ○ 一部

青梅市 ○ １５年度～ 一部

府中市 ○ １２年度～ 一部

昭島市 ○ １３年度～ ○ ○ 全部

調布市 ○ １２年度～ 全部

町田市 試行 １３年度～ ○ 全部

小金井市 試行 １６年度～ 一部

小平市 試行 １２年度～ ○ 全部

日野市 試行 １６年度～ 一部

東村山市 ○ １３年度～ 全部

国分寺市 ○ １３年度～ 全部

国立市 ○ １２年度～ 全部

福生市 ○ １４年度～ 全部

狛江市 ○ １４年度～ 全部

東大和市 試行 １４年度～ 一部

清瀬市 試行 １６年度～ ○ 一部

東久留米市 ○ １４年度～ ○ ○ 全部

武蔵村山市 ○ １３年度～ 一部

多摩市 試行 １６年度～ ○ 一部

稲城市 ○ １６年度～ 全部

羽村市 ○ １２年度～ 全部

あきる野市 ○ １４年度～ ○ ○ 全部

西東京市 試行 １５年度～ 一部

自治体名 導入状況 開始年度
評価対象

出典：稲城市「多摩地区行政評価現況調査」（平成１６年１１月調査） 
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(単位：団体、％）

指定都市 市区 町村

作成済み 45    (95.7) 1,507    (47.8) 12    (92.3) 590    (84.4) 905    (37.0)

総務省方式のみ作成 38    (80.9) 1,457    (46.2) 12    (92.3) 565    (80.8) 880    (36.0)

独自方式のみ作成 5    (10.6) 26      (0.8) 0      (0.0) 10      (1.4) 16      (0.7)

両方式で作成 2      (4.3) 24      (0.8) 0      (0.0) 15      (2.1) 9      (0.4)

2      (4.3) 262      (8.3) 1      (7.7) 49      (7.0) 212      (8.7)

47  (100.0) 1,769    (56.1) 13  (100.0) 639    (91.4) 1,117    (45.7)

0      (0.0) 1,386    (43.9) 0      (0.0) 60      (8.6) 1,326    (54.3)

47  (100.0) 3,155  (100.0) 13  (100.0) 699  (100.0) 2,443  (100.0)

出典：総務省「地方公共団体のバランスシート等の作成状況」

表１２　バランスシートの作成状況（平成16年３月31日現在）

区分 都道府県 市区町村

計

作成中または今後作成予定

小計

作成していない

 

(単位：団体、％）

指定都市 市区 町村

作成済み 29    (61.7) 215      (6.8) 8    (61.5) 127    (18.2) 80      (3.3)

総務省方式のみ作成 23    (48.9) 188      (6.0) 8    (61.5) 109    (15.6) 71      (2.9)

独自方式のみ作成 6    (12.8) 22      (0.7) 0      (0.0) 13      (1.9) 9      (0.4)

両方式で作成 0      (0.0) 5      (0.2) 0      (0.0) 5      (0.7) 0      (0.0)

2      (4.3) 96      (3.0) 4    (30.8) 28      (4.0) 64      (2.6)

31    (66.0) 311      (9.9) 12    (92.3) 155    (22.2) 144      (5.9)

16    (34.0) 2,844    (90.1) 1      (7.7) 544    (77.8) 2,299    (94.1)

47  (100.0) 3,155  (100.0) 13  (100.0) 699  (100.0) 2,443  (100.0)

出典：総務省「地方公共団体のバランスシート等の作成状況」

計

注：各地方公共団体全体のバランスシートとは、当該地方公共団体の普通会計と普通会計以外の会
計（公営事業会計等）のバランスシートを連結（結合、純計又は並記）したものをいう。

作成中または今後作成予定

小計

作成していない

表１３　各地方公共団体全体のバランスシートの作成状況（平成16年３月31日現在）

区分 都道府県 市区町村

 

(単位：団体、％）

指定都市 市区 町村

作成済み 43    (91.5) 727    (23.0) 12    (92.3) 373    (53.4) 342    (14.0)

総務省方式のみ作成 38    (80.9) 678    (21.5) 12    (92.3) 350    (50.1) 316    (12.9)

独自方式のみ作成 4      (8.5) 32      (1.0) 0      (0.0) 12      (1.7) 20      (0.8)

両方式で作成 1      (2.1) 17      (0.5) 0      (0.0) 11      (1.6) 6      (0.2)

2      (4.3) 228      (7.2) 1      (7.7) 87    (12.4) 140      (5.7)

45    (95.7) 955    (30.3) 13  (100.0) 460    (65.8) 482    (19.7)

2      (4.3) 2,200    (69.7) 0      (0.0) 239    (34.2) 1,961    (80.3)

47  (100.0) 3,155  (100.0) 13  (100.0) 699  (100.0) 2,443  (100.0)

出典：総務省「地方公共団体のバランスシート等の作成状況」

表１４　行政コスト計算書の作成状況（平成16年３月31日現在）

区分 都道府県 市区町村

計

作成中または今後作成予定

小計

作成していない

《本編Ｐ１４関連資料》  

《本編Ｐ１４関連資料》

《本編Ｐ１４関連資料》



 資料編－７

図１６　一般事務における委託実施団体の比率＜市区町村総計＞の状況
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出典：総務省「市区町村における事務の外部委託の実施状況調査」 
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図１７　施設の運営事務における委託実施施設の比率＜市区町村総計＞の状況
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出典：総務省「市区町村における事務の外部委託の実施状況調査」 
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表１５　民間開放に向けた取組

問題意識 提言項目

・基本的には、一定の基準に基づき決定される個々の給付、徴収事務

の処理であり、一般的には政策判断や裁量の余地はなく、民間開放可

能。

ハローワーク、社会保険、地方

税の徴収、貿易保険、若年退

職金給付

・民間との競合や非効率性を一刻も早く解消すべく、廃止、売却等の民

間委譲、又は包括的な民間委託を図るべき。

・PFI事業者が行い得る業務の範囲の拡大、国等の管理する施設の民

間への管理委託に関する措置が必要。

各種保養所、青少年・女性教

育関連施設、庁舎・宿舎等、行

刑施設

・基本的には一定の要求水準を示し、当該水準を満たした上で、最も業

務を効率的に行えるものが行うべきもの。

統計業務、競売、日本人船員

の育成、事故処理関係事務

等

・審査等の業務を含め、登録等に係る業務については、基本的にその

事務・事業の中に政策判断が入り込む余地はないことから、民間開放

可能。

自動車保管場所証明手続、公

証事務、品種登録、運転免許

試験　等

④検査・登録、資

格試験等

出典：規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申―官製市場の民間開放による

「民主導の経済社会の実現」―」

①給付、徴収業務

②公的施設等の整

備・管理・運営

③統計調査、製造

等

 

表１６　PFI事業の進捗状況（平成１５年度末）

事業数
特定事業の選

定
事業者選定中

審査結果の公

表
施設の建設等

施設の供用開

始

3 3

12 6 6

29 1 19 9

47 1 2 42 2

47 8 10 8 6

138 9 10 11 73 20計

　出典：内閣府民間資金等活用事業推進室「PFI事業に関する統計データ」

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度

平成１５年度

実施方針の公表 進捗状況

年度

平成１１年度

 

表１７　PFI事業の事業期間別事業数

４～５年
５～

１０年

１１～

１５年

１６～

２０年

２１～

２５年

２６～

３０年

３１～

３３年

2 14 33 43 27 14 5

事業期間

件数

出典：内閣府民間資金等活用事業推進室「PFI事業に関する統計データ」
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表１８　管理委託、業務委託、指定管理者制度の比較

管理委託（従来） 業務委託 指定管理者制度

公共団体、公共的団体、政令

で定める出資法人（１/２以上

出資等）に限定

限定なし 法人その他の団体

公法上の契約関係

法的性格条例を根拠として

締結される契約に基づく具

体的な管理の事務または業

務の執行の委託

私法上の契約関係

契約に基づく個別の事務ま

たは業務の執行の委託

管理代行

指定（行政処分の一種）によ

り公の施設の管理権限を指

定を受けた者に委任するも

の

指定管理者が有する

施設の使用許可
指定管理者が行うことができ

る

基本的な利用条件の設定
条例で定めることを要し、指

定管理者はできない

不服申立てに対する決定、行

政財産の目的外使用の許可
指定管理者はできない

利用者に損害を与えた場合

採ることができる 採ることができない 採ることができる

設置者たる地方公共団体が有する

受託者はできない

受託者はできない

受託者はできない

受託主体

法的性格

公の施設の管理権限

出典：練馬区「指定管理者制度の導入に係る当面の方針」

公の施設の設置者としての責任

利用料金制度

地方公共団体

地方公共団体にも責任が生じる

 

表１９　公設民営、民設民営、指定管理者制度の比較

公設民営 民設民営 指定管理者制度

地方公共団体 事業者 地方公共団体

事業者 事業者 事業者

運営 管理・運営 管理・運営

運営 報告 議決

地方公共団体 事業者 事業者

議会の関与

利用料の徴収

出典：地域協働型マネジメント研究会「指定管理者制度ハンドブック」

設置主体

運営主体

業務の範囲
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表２０　PFI事業と指定管理者制度の比較

PFI事業 指定管理者制度

民間の資金、経営能力、技術的能力を活用し、効
率的かつ効果的に公共サービスを提供する

公の施設に係る管理主体範囲を民間事業者等ま
で広げることにより、住民サービスの向上、行政コ
ストの縮減を図る

PFI法（平成１１年7月制定） 地方自治法（平成１５年６月改正）

国、地方公共団体、特殊法人等の公共法人 地方公共団体

民間事業者 法人、その他の団体等　特段の制約なし

公募方式等　客観的な評価 公募方式　選定委員会による選定

議会の議決（地方公共団体） 議会の議決

①公共施設（道路、鉄道、公園、水道、河川等）
②公用施設（庁舎、宿舎等）
③公益的施設等（公営住宅、教育文化施設、社会
福祉施設、医療施設等）
④その他施設（情報通信施設、リサイクル施設、
観光施設等）

①公の施設（地方自治法第２４４条）
②公共施設（河川、港湾施設、道路、都市公園）
③公益的施設（公営住宅、駐車場等）

出典：地域協働型マネジメント研究会「指定管理者制度ハンドブック」

管理主体

選定

議会

対象

趣旨

法律

事業主体

 

 

図１８　管理運営・整備を民間企業等に委託や代行することへの意見

必要である, 19.7

どちらかと言えば

必要である, 31.7

どちらかと言えば

必要ない, 13

必要ない, 7.4

わからない, 28.2

出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の公共施設に関する調査報告書」 
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図１９　民間企業等に委託・代行することへの賛成理由（複数回答）

質の良いサービスが受
けられる, 60.4

接客態度が良くなる,
53.0

利用しやすくなる, 41.9

魅力的な催し物やイベ
ントが増える, 39.6

少ない経費で運営でき
る, 38.6

安い料金で利用できる,
28.5

設備が充実する, 26.0

その他, 6.7

無回答, 0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 ％

出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の公共施設に関する調査報告書」 

 

図２０　民間企業等に委託・代行することへの反対理由（複数回答）

利用料金が高くなる恐
れがある, 67.0

行政の責任回避である,
36.8

今までのサービス内容
で問題ない, 30.4

安心して利用できない,
27.2

サービスが低下する恐
れがある, 26.9

地域の住民の利益につ
ながらない, 26.6

高齢者、障害者、子ども
が利用しにくくなる, 17.8

その他, 9.1

無回答, 1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 ％

 出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の公共施設に関する調査報告書」 

 

《本編Ｐ２１関連資料》

《本編Ｐ２１関連資料》



 資料編－１３

表２１　市場化テストのモデル事業

キャリア交流プラザ事業の公設民営

全国５ヵ所を無料の職業紹介事業を含む一連の幅広い
就職支援に関わる事業を行う施設とし、民間の創意工夫
が最大限発揮されるよう、「公設民営方式」を前提に市
場化テストの対象とする。

若年者版キャリア交流プラザ事業の「公設民営」 １ヵ所を対象に実施。

求人開拓事業の民間開放 ３地域を対象に実施

アビリティガーデン（生涯職業能力開発促進センター）に
おける職業訓練の民間開放

土日、夜間の施設・設備を活用した職業訓練事業（職業
紹介等訓練修了者を対象とする就職支援に関わる事業
を含む）を市場化テストの対象とする。

国民年金保険料の収納事業（５ヵ所）

納付督促から滞納処分までの一連の事務について包括
的に対象として実施（所得情報による免除対象者の特定
業務、滞納処分における財産差押の決定・執行等は除
く）

厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対
する適用促進事業（５ヵ所）

年金電話相談センター事業（２ヵ所）

少なくとも試行可能な一の既設刑務所において、施設の
警備や被収容者の処遇に関わる補助事務を包括的に対
象として実施

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

（
公
共
職
業
安
定

所

）
関
連

社
会
保
険
庁
関
連

行
刑

施
設

出典：規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申―官製市場の民間開放による「民
主導の経済社会の実現」―」

 

図２１　地方公共団体職員総数の推移

3,267,118

3,249,494

3,232,158

3,204,297

3,171,532

3,144,323

3,117,004

3,274,481

3,278,332

3,282,492

3,100,000

3,120,000

3,140,000

3,160,000

3,180,000

3,200,000

3,220,000

3,240,000

3,260,000

3,280,000

3,300,000

平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年平成１５年

人

出典：総務省ホームページ 
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表２２　地方公務員総数（行政分野別）

人数 構成割合

一般管理（議会、総務・企画、税務、労働、農林水

産、商工、土木）
650,122人 20.80%

福祉関係（民生、衛生） 435,463人 14.00%

教育 1,168,431人 37.50%

警察 266,729人 8.60%

消防 154,775人 4.90%

441,484人 14.20%

3,117,004人 100.00%

出典：総務省ホームページ

平成１５年４月１日現在

部門

一般行政部門

特別行政部門

公営企業等会計部門

（病院、水道、交通、下水道、その他）

 

表２３　部門別職員数の対前年比較と主な増減理由

H13-H12 H14-H13 H15-H14 主な増減理由

▲14,799 ▲13,548 ▲14,454

・保育所や老人福祉施設等の統廃合・委託等による減員

・ごみ、し尿処理の委託等による減員

・農林水産、土木等での事業の減少に伴う減員及び組織機構の

改革、県出先機関の統廃合等による減員

・庶務事務の集中化による組織のスリム化に伴う減員

▲16,653 ▲9,131 ▲8,136

教育部門 ▲16,326 ▲13,160 ▲12,876 ・児童・生徒数の減少に伴う教職員の減員

警察部門 ▲805 3,643 4,276 ・警察体制の強化に伴う政令定数の増による増員

消防部門 478 386 464 ・災害対策等消防本部体制の充実等による増員

▲1,313 ▲4,530 ▲4,729

病院部門 1,390 583 1,097 ・医療・看護体制の強化による医師、看護師等の増員

水道部門 ▲1,247 ▲1,461 ▲1,724 ・事業の統廃合（下水道事業と）、組織の見直しによる減員

交通部門 ▲1,685 ▲2,564 ▲1,612 ・バス事業の運行形態見直し等による減員

下水道部門 ▲743 ▲868 ▲1,126 ・事業の統廃合（水道事業と）、組織の見直しによる減員

その他 972 ▲220 ▲1,364
・介護保険業務の安定に伴う減員、区画整理事業の統廃合・縮

小に伴う減員

▲32,765 ▲27,209 ▲27,319

部門

一般行政部門

福祉関係 ▲7,008 ▲7,300 ▲7,508

福祉関係を除く一般

行政
▲7,791 ▲6,248 ▲6,946

合計

特別行政部門

公営企業等会計部門

出典：総務省ホームページ 

 

表２４　部門別職員数の対前年比較と主な増減理由（東京多摩２６市）

H１６年職員数 H１５年職員数 対前年増減数 主な増減理由

17,859 18,145 ▲286

福祉関係を除く 9,000 9,131 ▲131

福祉関係 8,859 9,014 ▲155

5,472 5,727 ▲255
給食調理員や用務員の配置見直し等により教育
部門が大きく減少した

4,385 4,411 ▲26
変動はあまりなかったが、病院事業については、

欠員補充等により増加した

27,716 28,283 ▲567

部門

一般行政部門

清掃業務の民間委託や土木部門の事業見直し等

により、衛生部門や土木部門が減少した

特別行政部門

公営企業等会計部門

合計

出典：東京都「平成１６年地方公共団体定員管理調査の結果について」
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表２５　東京多摩２６市の組織体制

フラット化 グループ制

八王子市 ○ H15.8 フラット化は未定。グループ制は導入済

立川市 × ×

武蔵野市 ○（チーム制を導入） H6.4

三鷹市 × ×

青梅市 × ×

府中市 × ×

昭島市 ○（一部） S54.4

調布市 × ×

町田市 × ×

小金井市 × ×

小平市 × ×

日野市 × ×

東村山市 ○

S60頃には導入済

一部の課において複数

の主査制をとっている

国分寺市 ○（一部） H14.4

国立市 ×
×（今後の検討課題と認識し

ています）

福生市 × ×

狛江市 × ×

東大和市 × ×

清瀬市 × ×

東久留米市 × ×

武蔵村山市 ○ H15.10

多摩市 × ○（H17年度より試行予定）

稲城市 ○（一部） H13.4

羽村市 ○（一部）

H16.4

一部係制を廃止してグ

ループ制を導入

あきる野市 × ○

西東京市 × ×

自治体名
組織のフラット化・グループ制

の導入状況

導入している取組内容・導入時期
組織のフラット化・グループ制

の導入予定

 出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 
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表２６　東京多摩２６市における目標管理制度

導入時期
制度の

適用範囲

八王子市 ○ H14年度 管理職のみ

立川市 × ○

武蔵野市 △（試行中）
H15.4（全部署で試行

開始）

管理職及び

係長職
○（未定）

三鷹市 × ○（H17年度より）

青梅市 ○ H14.5.1 全係（長）

府中市 × ×

昭島市 ○ H12年度 各課単位

調布市 × ○（H１８年度）

町田市 × ○

小金井市 × ×

小平市 ○ H14.4.1
係長（主査）職以

上。ただし部長職を

除く

日野市 △（試行中） ○（H17.4.1～）

東村山市 × ○（H17年度以降）

国分寺市 △（試行中）

○（H１８年度から管理職及び係長職に実

施（H16年度管理職に試行）、H19年度か
ら主任職以下に実施）

国立市 × ×

福生市 ○ H16.4 全職員

狛江市 × ×

東大和市 ×
○（H18年度（第２次行政改革大綱推進

計画における実施予定年度））

清瀬市 ○ H8年度 管理職

東久留米市 × ○

武蔵村山市 ○
H１５年度（H14年度

試行）

全職員（１グループ

につき１項目以上

の目標を設定）

多摩市 × ○（H16年度中）

稲城市 ○ H10.4.1 部長以下全職員

羽村市 × ×

あきる野市 × ○

西東京市 × ○(時期未定）×

×

×

×

×

ー

×

×

×

×

×

―

×

×

×

×

×

自治体名
目標管理制度の導

入状況

目標管理制度の概要

目標管理制度の導入予定

出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 
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基礎的自治体の連携・連合 

 

表２７　雨水の浸透による地下水の涵養について

実施 実施予定 実施していない

八王子市 ○

立川市 ○

武蔵野市 ○

三鷹市 ○

青梅市 ○

府中市 ○

昭島市 ○

調布市 ○

町田市 ○

小金井市 ○

小平市 ○

日野市 ○

東村山市 ○

国分寺市 ○

国立市 ○

福生市 ○

狛江市 ○

東大和市 ○

清瀬市 ○

東久留米市 ○

武蔵村山市 ○

多摩市 ○

稲城市 ○

羽村市 ○

あきる野市 ○

西東京市 ○

自治体名

実施状況

出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 
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表２８　専門的かつ一時的な事務を行う職員の共同雇用について

派遣元 事務内容

八王子市

立川市

武蔵野市

①これまで行われたように介護保険システムや

電子申請システムの共同開発など、共通の事

務に関して新たにシステム構築の必要性が生じ

た場合に、ＩＴに精通した職員の共同雇用が考え

られる

②一時的に必要ということではないが、市税の

滞納徴収事務に関して、全国的にも一部事務

組合を結成し、徴収を行う事例が出てきてい

る。滞納徴収に関しては法知識、徴収のノウハ

ウ等を持った職員が専門的に行う方がメリット

があると考えられる。職員の共同雇用が考えら

れるのではないか

三鷹市
①福島県矢吹町
②北海道鷹栖町

一般事務

青梅市
①ＩＴ関連の事務全般
②市税徴収吏員　等

府中市

昭島市
埋蔵物の発掘作業にあたる学
芸員

ＩＴ関連業務の委託内容を精査す
る職員

調布市

町田市

小金井市
①東京都
②日野市

①武蔵小金井駅南口第１
種市街地再開発事業
②東小金井駅北口土地
区画整理事業

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市 確定申告、住民税申告受付事務

狛江市

東大和市

①ＩＴ関連業務の委託内容を精査する職員

②近年、情報セキュリティ監査が重要な課題と

なっているが、外部委託には多額の経費がか

かり、また内部では十分な監査がし切れないこ

とから、監査を専門的に行う職員についても考

えられる

清瀬市 建築物の監督業務

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市
①東京都教育委員
会
②警視庁

①教職員の人事、給与、
研修
②自転車対策事務

①各種レセプト点検
②ＰＦＩ事業
③業務委託契約や工事請負契
約の検査事務

羽村市

①ネットワーク関係－庁内ＬＡＮサーバの入れ

替え時などに、運用が軌道に乗るまでの間、

ネットワークスペシャリストが１名いれば、一連

の業務（セキュリティ、メンテナンスなども含め

た）を任せることが考えられる。しかし、委託契

約に含めることも可能であると考えられるた

め、任期付職員の任用については、効果をよく

検証する必要がある

②建設関係－河川、道路、橋梁などの土木工

事において、主任技術者又は監理技術者として

施工計画を作成し、現場における工程管理、

安全管理などの工事施工に必要な技術上の管

理などを行う土木施工技術者を任期付職員と

して共同で雇用することが考えられる

あきる野市 東京都教育委員会
指導担当参事（部長）とし
ての事務

西東京市

自治体名
派遣受入職員の派遣元及び事務内容 派遣職員で対応したい（でき

る）事務の名称と内容

現在抱えている課題で共同雇用
の職員で対応したい（できる）事務

の名称と内容

 出典：東京都市長会「これからの自治体経営の在り方」に関する調査（平成１６年１２月実施） 

 

《本編Ｐ３３関連資料》



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
あとがき 

 本提言は、数多くの資料を提供して頂くなど、東京都市企画財政 

担当部長会、東京都市町村企画研究会及び（財団法人）東京市町村 

自治調査会との協力のもとにとりまとめた。 

 

平成１７年２月２５日 

 

東京都市長会事務局企画政策室 

 
〒１８３－００５２ 

東京都府中市新町２丁目７７番地の１(東京自治会館内)

ＴＥＬ ０４２－３８４－６３９６ 

ＦＡＸ ０４２－３８４－６９７８ 

e-mail   mayors-p@crux.ocn.ne.jp 


